
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
送電ビームを送出する送電衛星に設けられ前記送電衛星の位置及び姿勢を検出する航法系
センサと、
前記送電衛星に設けられ前記送電ビームを受信する受電設備の位置の情報を記憶する受電
設備情報記憶部と、
前記送電衛星に設けられ、前記送電衛星の位置及び姿勢の情報と前記受電設備の位置の情
報とに基づいて、前記送電ビームの送出方向を制御する制御部と

送電ビーム方向制御装置。
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　前記送電衛星に設けられ、前記受電設備から送信されたパイロット信号を受信する複数
の受信アンテナと、
　前記送電衛星に設けられ、前記複数の受信アンテナで受信された前記パイロット信号の
位相差に基づいて前記受電設備と前記送電衛星との相対的な角度を検出する角度検出回路
と
を備え、
　前記制御部は、さらに、前記角度検出回路により検出された前記相対的な角度に基づい
て前記送電ビームの送出方向を制御し、前記制御部による前記送電衛星の位置及び姿勢の
情報と前記受電設備の位置の情報とに基づく前記送電ビームの送出方向制御と、前記角度
検出回路により検出された前記相対的な角度に基づく前記送電ビームの送出方向制御とに
は重み付けがされる



【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
記載の送電ビーム方向制御装置において、

前記制御部は、前記航法系センサの運用が良好に行われているときには、前記
送電衛星の位置及び姿勢の情報と前記受電設備の位置の情報とに基づいて、前記
送電ビームの送出方向を制御し、前記航法系センサの運用が良好に行われないと
きに、前記角度検出回路により検出された前記相対的な角度を用いて、前記送電
ビームの送出方向を制御する
送電ビーム方向制御装置。
【請求項５】

さらに、前記送電衛星に設けられ前記送電ビームを受信する受電衛星に設けられた航法系
センサによって検出された前記受電衛星の位置及び姿勢の情報を入力する受電衛星情報入
力部を備え、
前記制御部により、前記送電衛星の位置及び姿勢の情報と前記受電衛星の位置及び姿勢の
情報とに基づいて、前記送電ビームの送出方向が制御される
送電ビーム方向制御装置。
【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、送電ビーム方向制御装置に関し、特に、受電設備への電力送電ビーム方向の高
精度制御を行うことのできる送電ビーム方向制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
宇宙太陽発電システムは、発電装置として地球から静止軌道上に打ち上げられた太陽発電
衛星において太陽電池で得た電力をマイクロ波に変換し、送電アンテナからマイクロ波を
地上又は衛星上に設けられた受電設備に送信することによって送電するものである。
【０００３】
太陽発電衛星（送電衛星）から受電設備にマイクロ波を送信するに際しては、受電設備か
ら太陽発電衛星にパイロット信号（誘導信号）が送られる。太陽発電衛星は、受電設備か
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　請求項１に記載の送電ビーム方向制御装置において、
　前記複数の受信アンテナのそれぞれの相対間隔は、前記受信パイロット信号の位相分解
能が所望の値になるように設定自在である送電ビーム方向制御装置。

　請求項１または２に記載の送電ビーム方向制御装置において、
　前記複数の受信アンテナは、前記受電設備から送信された前記パイロット信号を受信す
る第１セットを構成する複数の受信アンテナと、
　前記パイロット信号を受信する第２セットを構成する複数の受信アンテナとを有し、
　前記角度検出回路は、前記第１セットを構成する複数の受信アンテナにて受信された前
記パイロット信号の位相差に基づいて前記受電設備と前記送電衛星との相対的な第１角度
を検出する第１の角度検出回路と、
　前記第２セットを構成する複数の受信アンテナにて受信された前記パイロット
信号の位相差に基づいて前記受電設備と前記送電衛星との相対的な第２角度を検
出する第２の角度検出回路とを有し、
　前記制御部により、前記第１角度及び前記第２角度の少なくともいずれか一方に基づい
て、前記送電ビームの送出方向が制御される
送電ビーム方向制御装置。

請求項１から３までのいずれか一項に

　請求項１から４までのいずれか一項に記載の送電ビーム方向制御装置において、

　請求項１から５までのいずれか一項に記載の送電ビーム方向制御装置を備えた送電衛星
。



ら送られてくるパイロット信号の到来方向にマイクロ波を送信することによって、受電設
備に送電が行われる。
【０００４】
太陽発電衛星から受電設備に送電する際に、マイクロ波のビームを受電設備の受電アンテ
ナに正確に収束させないと、電力の送電効率が低下する。そのため、太陽発電衛星では、
送電するマイクロ波の位相を制御して、マイクロ波をパイロット信号の到来方向と同じ方
向に送ることを可能ならしめるようにした、フェイズドアレイアンテナの一方式であるレ
トロディレクティブビーム方式と呼ばれる方式が知られている。レトロディレクティブビ
ーム方式については、特開平８－３７７４３号公報に説明されている。
【０００５】
そのレトロディレクティブビーム方式の原理について図９を参照して説明する。図９にお
いて、送電波を集中したい受電側の目標点をＡとし、この目標点Ａから送電側に向けて周
波数ωｉなるパイロット信号を放射するものとする。さらに、送電側では、このパイロッ
ト信号を受信すると共に、周波数ωｔなる送電波を受電側の目標点Ａに向けて放射するも
のとする。目標点Ａから発せられたパイロット信号が、ｔ０時間後に距離Ｘ０離れた送電
側の基準点Ｐ０に到達するものと仮定すると、基準点Ｐ０におけるパイロット信号の位相
φ０は、
φ０＝ωｉ（ｔ０－Ｘ０／ｃ）　…　（１）
となる。ただし、ｃは光速である。
【０００６】
同様に、目標点Ａから距離Ｘ１離れた送電側の一点Ｐ１における位相φ１は、
φ１　＝ωｉ（ｔ０－Ｘ１／ｃ）　…　（２）
となる。したがって、２点Ｐ０，Ｐ１間の位相差φｉは、
φｉ＝φ１－φ０＝－ωｉ・ｒ／ｃ　…　（３）
となる。ただし、ｒ＝Ｘ１－Ｘ０
今、送電側の２点Ｐ０，Ｐ１から同相で送電波を放射したとすれば、目標点Ａで受信され
るこれらの送電波の位相差は、送電波の周波数がωｔであるから、（３）式により、
φｔ＝－ωｔ／ｃ　　…（４）
となる。したがって、２点Ｐ０，Ｐ１からの送電波の位相を目標点Ａにおいて等しくする
ためには、点Ｐ１から放射される送電波の位相を、
φｃ＝ωｔ・ｒ／ｃ　…　（５）
だけ補償してやればよい。つまり、送電側の基準点Ｐ０以外の点において（５）式の位相
補償を行なうことにより、送電側から発せられたすべての送電波の位相が目標点において
等しくなる。これがレトロディレクティブ方式の原理である。上記のレトロディレクティ
ブ方式を採用したマイクロ波送電装置として、例えば、特開平６－３２７１７２号公報に
記載されたものがある。
【０００７】
従来のマイクロ波送電装置の構成を図１０に示す。
【０００８】
図１０において、受信回路１０２は、受信アンテナ１０１により受信したパイロット信号
を所定のレベルになるように増幅または減衰させ、得られた信号を位相共役回路１１２へ
出力する。位相共役回路１１２は、入力されたパイロット信号と位相が共役なｎ倍周波数
の基準マイクロ波信号を生成して分波回路１１３へ出力する。
【０００９】
ここで、図９に示す送電側の基準点Ｐ０における入力信号の位相をωｉ・ｔとすると、（
３）式により点Ｐ１における位相φｉは、
φｉ＝ωｉ・ｔ－ωｉ・ｒ／ｃ＝ωｉ（ｔ－ｒ／ｃ）　…　（６）
となる。また、点Ｐ１において位相を補償した後の出力信号の位相φは、（５）式により
、
φ＝ωｔ・ｔ－ωｔ・ｒ／ｃ＝ωｔ（ｔ＋ｒ／ｃ）　…　（７）
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とならなければならない。つまり、位相共役回路１１２は、（６）式に示すパイロット信
号の位相φｉを（７）式に示す位相φに変換する。
【００１０】
分波回路１１３は、入力された基準マイクロ波信号を分波してｎ個の可変位相器１１１ａ
，１１１ｂ，．．．，１１１ｎへ出力する。なお、可変位相器１１１ａ，．．．，ｎは複
数に分割されたサブアレイの送電アンテナのｎ個のマイクロストリップ送電アンテナ素子
１２０ａ，１２０ｂ，．．．，１２０ｎにそれぞれ対応している。
【００１１】
一方、受信回路１１４～１１７は、それぞれ受信アンテナ１０３～１０６により受信した
パイロット信号を所定のレベルに増幅または減衰して角度検出回路１１８へ出力する。
【００１２】
角度検出回路１１８は、ＲＦ干渉計を備えており、４個の受信アンテナ１０３～１０６に
より受信したパイロット信号の位相差を計ることにより受電設備の方向を求め、その方向
を示す角度信号を演算処理部１１９へ出力する。
【００１３】
演算処理部１１９は、マイクロコンピュータを備えており、入力された角度信号に基づい
て送電アンテナの各マイクロストリップ送電アンテナ素子１２０ａ，１２０ｂ，．．．，
１２０ｎから出力されるマイクロ波が受電設備の図示しない受電アンテナに収束するよう
なマイクロ波の位相差を演算して可変位相器１１１ａ，１１１ｂ，．．．，１１１ｎへ出
力する。可変位相器１１１ａ，１１１ｂ，．．．，１１１ｎはそれぞれ、演算処理回路１
１９から入力された位相差信号にしたがって分波回路１１３から入力された基準位相のマ
イクロ波に位相差を生じさせ、電力増幅器１２１ａ，１２１ｂ，．．．，１２１ｎへ出力
する。
【００１４】
電力増幅器１２１ａ，１２１ｂ，　．．．，１２１ｎは、送電アンテナの各マイクロスト
リップ送電アンテナ素子１２０ａ，１２０ｂ，　．．．，１２０ｎにそれぞれ対応して設
けられ、外部電源（宇宙太陽発電部）１２２より供給された電力を可変位相器１１１ａ，
１１１ｂ，　．．．，１１１ｎから出力される信号の位相および周波数のマイクロ波へ増
幅し、送電アンテナの各マイクロストリップ送電アンテナ素子１２０ａ，１２０ｂ，．．
．，　１２０ｎへ出力する。
【００１５】
送電アンテナの各マイクロストリップ送電アンテナ素子１２０ａ，１２０ｂ，．．．，　
１２０ｎはそれぞれ、電力増幅された位相差を有するマイクロ波を受電設備に向けて放射
する。
【００１６】
上記したマイクロ波送電装置を用いて電力の送電を行なうことにより、マイクロ波ビーム
の指向性が向上し、その結果、効率の良い電力の送電が可能となる。
【００１７】
なお、特開平８－３７７４３号公報には、マイクロ波のビームの指向性が良好で、効率良
く送電を行うことのできる次のマイクロ波送電装置が知られている。バンドパスフィルタ
およびＡＧＣアンプから構成される受信回路における位相変動を位相差検出回路によって
検出し、この情報および角度検出回路によって検出されたパイロット信号の到来方向の情
報に基づいて、送電アンテナから送電されるマイクロ波が受電物体に集束するような位相
差を演算処理部において演算し、送電されるマイクロ波の位相を制御するものである。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
受電設備への電力送電ビームの方向制御に際しては、受電設備の一地点から送信されたパ
イロット信号を、送電衛星上に互いに隣接して設置した複数（例えば４つ）の受信アンテ
ナで受信し、それらの受信アンテナで受信したパイロット信号の位相差に基づいて、パイ
ロット信号の到来角度を検知することとしている。なお、４つの受信アンテナのうちの２
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つは、Ａｚ方向（縦方向）の角度検出用に用いられ、残りの２つはＥｌ方向（横方向）の
角度検出用に用いられる。
【００１９】
即ち、図１０及び図１１に示すように、受電設備５０に設けられた単一のパイロット局５
１から送信されたパイロット信号５２を、送電衛星８０における送信ビームを送出する送
信パネル８１上に隣接配置された複数の受信アンテナ（図１０の符号１０３～１０６）で
受信して、その位相差からパイロット信号５２の到来角度θを求める（図１０の角度検出
回路１１８）。そして、その到来角度θを示す角度信号を入力した演算処理部１１９は、
各マイクロストリップ送電アンテナ１２０ａ，１２０ｂ…１２０ｎから出力されるマイク
ロ波が受電設備５０のレクテナパネル５３に収束するようなマイクロ波の位相差を演算し
て可変位相器１１１ａ，１１１ｂ，…１１１ｎへ出力する。可変位相器１１１ａ，１１１
ｂ…１１１ｎは、それぞれ演算処理回路１１９から入力された位相差信号にしたがって分
波回路１１３から入力された基準位相のマイクロ波に位相差を生じさせ、電力増幅器１２
１ａ，１２１ｂ，…１２１ｎへ出力する。これにより、その送信パネル８１から受電設備
５０のレクテナパネル５３に向けて送信ビームを送出する。
【００２０】
上記パイロット信号５２から受電設備５０の位置（方向）を検出する方法では、送電衛星
８０に対する受電設備５２の相対的位置関係（相対角度θ）を検出する。ここで、送電ビ
ームを送出する送電衛星８０の送電パネル８１は、大きな構造体であり、剛性の関係で撓
むことがある。送電パネル８１が撓むと、その送電パネル８１に取付けられた複数（例え
ば４つ）のパイロット信号受信アンテナ（図１０の符号１０３～１０６）の相対的位置関
係が変わり、それらのアンテナで受信したパイロット信号の位相差に基づき検出する到来
角度θの検知精度が悪くなる。
【００２１】
また、複数のパイロット信号受信アンテナには、送電パネル８１（または送電衛星８０）
に対する取付け誤差（設計・仕様値に対する誤差）が存在する場合がある。また、パイロ
ット信号受信アンテナの取付け後に、アンテナの角度等に設計・仕様値に対する誤差が生
じる場合がある。さらに、複数のパイロット信号受信アンテナには、アンテナ特性上で設
計・仕様値に対する誤差が生じる場合がある。これらの場合には、それらのアンテナで受
信したパイロット信号の位相差に基づき検出する到来角度θの検知精度が悪くなる。
【００２２】
到来角度θの検出が正確に行われないと、図１２（ａ）及び（ｂ）に示すように、その不
正確な検出角度θに合うように姿勢制御された送電パネル８１から送信される送電ビーム
の一部が、受電設備５０の受電面から外れ、送電効率が小さくなる。
【００２３】
上記のように、受信したパイロット信号５２から検知したパイロット信号５２の到来角度
θの情報のみで、送電ビームの方向制御を行っているため、送電ビームの方向制御精度が
十分でなく、高い送電効率が得られない。
【００２４】
また上記のように、受電設備の一地点から送信されたパイロット信号に基づいて、受電設
備の位置を検出するため、送電ビームの方向制御の精度が十分でなく、高い送電効率が得
られない。
【００２５】
また上記のように、送電衛星上に隣接して設置した４つのパイロット信号受信アンテナを
用いる方法では、パイロット信号の到来角度検知の精度が十分でないため、送電ビームの
方向制御の精度を高くすることができず、高い送電効率が得られない。
【００２６】
本発明の目的は、高精度な送電ビームの方向制御を実現することが可能な送電ビーム方向
制御装置を提供することである。
本発明の他の目的は、送電パネルに撓みが生じても高精度な送電ビームの方向制御を実現
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することが可能な送電ビーム方向制御装置を提供することである。
本発明の更に他の目的は、複数のパイロット信号受信アンテナに取り付け誤差があっても
高精度な送電ビームの方向制御を実現することが可能な送電ビーム方向制御装置を提供す
ることである。
本発明の更に他の目的は、複数のパイロット信号受信アンテナの取り付け状態が設計・仕
様値通りでない場合であっても高精度な送電ビームの方向制御を実現することが可能な送
電ビーム方向制御装置を提供することである。
本発明の更に他の目的は、複数のパイロット信号受信アンテナのアンテナ特性が設計・仕
様値通りでない場合であっても高精度な送電ビームの方向制御を実現することが可能な送
電ビーム方向制御装置を提供することである。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
以下に、［発明の実施の形態］で使用する番号・符号を用いて、［課題を解決するための
手段］を説明する。これらの番号・符号は、［特許請求の範囲］の記載と［発明の実施の
形態］の記載との対応関係を明らかにするために付加されたものであるが、［特許請求の
範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはならない。
【００２８】
本発明の送電ビーム方向制御装置は、送電ビーム（１３）を送出する送電衛星（１０）に
設けられ前記送電衛星（１０）の位置及び姿勢を検出する航法系センサ（１２）と、前記
送電衛星（１０）に設けられ前記送電ビーム（１３）を受信する受電設備（６０）の位置
の情報を記憶する受電設備情報記憶部（１８）と、前記送電衛星（１０）に設けられ、前
記送電衛星（１０）の位置及び姿勢の情報と前記受電設備（６０）の位置の情報とに基づ
いて、前記送電ビーム（１３）の送出方向を制御する制御部とを備えている。
【００２９】
本発明の送電ビーム方向制御装置において、更に、前記送電衛星に設けられ、前記受電設
備から送信されたパイロット信号を受信する複数の受信アンテナと、前記送電衛星に設け
られ、前記複数の受信アンテナにて受信された前記パイロット信号の位相差に基づいて前
記受電設備と前記送電衛星との相対的な角度を検出する角度検出回路とを備えている。
【００３０】
本発明の送電ビーム方向制御装置において、前記制御部は、前記航法系センサの運用が良
好に行われているときには、前記送電衛星の位置及び姿勢の情報と前記受電設備の位置の
情報とに基づいて、前記送電ビームの送出方向を制御し、前記航法系センサの運用が良好
に行われないときに、前記角度検出回路により検出された前記相対的な角度を用いて、前
記送電ビームの送出方向を制御する。
【００３１】
本発明の送電ビーム方向制御装置は、送電衛星（１０）に設けられ、受電設備（２０）の
複数の送信点（２４）からそれぞれ送信された複数のパイロット信号（２０１～２０ｎ）
を受信する複数の受信アンテナ（１０３～１０６）と、前記送電衛星（１０）に設けられ
、前記複数の受信アンテナ（１０３～１０６）にて受信された前記パイロット信号の位相
差に基づいて前記受電設備（２０）と前記送電衛星（１０）との相対的な角度（θ）を検
出する角度検出回路（１１８）と、前記送電衛星（１０）に設けられ、前記角度検出回路
（１１８）により検出された前記相対的な角度（θ）に基づいて、前記送電ビーム（１３
）の送出方向を制御する制御部とを備えている。
【００３２】
本発明の送電ビーム方向制御装置は、送電衛星（１０）に設けられ、受電設備から送信さ
れたパイロット信号を受信する第１セットを構成する複数の受信アンテナ（１０３ａ～１
０６ａ）と、前記送電衛星（１０）に設けられ、前記パイロット信号を受信する第２セッ
トを構成する複数の受信アンテナ（１０３ｎ～１０６ｎ）と、前記第１セットを構成する
複数の受信アンテナ（１０３ａ～１０６ａ）にて受信された前記パイロット信号の位相差
に基づいて前記受電設備と前記送電衛星（１０）との相対的な第１角度（θ）を検出する
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第１の角度検出回路（１１８ａ）と、前記第２セットを構成する複数の受信アンテナ（１
０３ｂ～１０６ｂ）にて受信された前記パイロット信号の位相差に基づいて前記受電設備
（２０）と前記送電衛星（１０）との相対的な第２角度（θ）を検出する第２の角度検出
回路（１１８ｂ）と、前記第１角度（θ）及び前記第２角度（θ）の少なくともいずれか
一方に基づいて、前記送電ビーム（１３）の送出方向を制御する制御部とを備えている。
【００３３】
本発明の送電ビーム方向制御装置は、送電ビーム（１３）を送出する送電衛星（１０）に
設けられ前記送電衛星（１０）の位置及び姿勢を検出する航法系センサ（１２）と、前記
送電衛星（１０）に設けられ前記送電ビーム（１３）を受信する受電衛星に設けられた航
法系センサ（１２）によって検出された前記受電衛星の位置及び姿勢の情報を入力する受
電衛星情報入力部と、前記送電衛星（１０）に設けられ、前記送電衛星（１０）の位置及
び姿勢の情報と前記受電衛星の位置及び姿勢の情報とに基づいて、前記送電ビーム（１３
）の送出方向を制御する制御部とを備えている。
【００３４】
【発明の実施の形態】
本発明の送電ビーム方向制御装置の一実施形態を説明する。
本実施形態において、上記従来例と同じ内容を記載する場合には、同じ名称を付し、その
詳細な説明を省略することにする。
【００３５】
以下に述べる本実施形態は、航法系センサによる送電衛星の位置／姿勢角度情報、及び／
又は、パイロット信号を用いた到来角度検知の高精度化により、高精度な送電ビーム方向
制御を実現するレトロディレクティブ制御方式に関するものである。
【００３６】
下記改良点により、送電効率の向上を図ることができる。
（１）自律方式による送電ビーム方向制御の精度向上
航法系センサの情報から、送電衛星位置（受電衛星がある場合には受電衛星位置）、姿勢
（送電アンテナ面、受電衛星がある場合には受電アンテナ面）角の検知を行うことにより
、高精度な送電ビーム方向制御を行うことができる。
（２）パイロット信号到来角度検知の高精度化
▲１▼送信点多点設置
受電設備側のパイロット信号送信点を複数設置することにより、到来角度検知誤差の低減
を図ることができる。
▲２▼受信点多点設置
送電衛星側のパイロット信号受信点を多点設置することにより、到来角度検知誤差の低減
を図ることができる。
▲３▼受信点間距離拡大設置
送電衛星側でパイロット信号受信点間距離を広げて設置することで、受信パイロット信号
の位相差分解能を向上することができ、到来角度検知の精度向上を図ることができる。
（３）自律方式と高精度なパイロット信号到来角度検知方式の組合せにより、送電ビーム
方向制御の高精度化を図ることができる。
【００３７】
まず、図１を参照して、第１実施形態について説明する。
【００３８】
図１に示すように、本実施形態の送電衛星（太陽光発電衛星）１０は、航法系センサ１２
を有している。航法系センサ１２は、送電衛星１０の送電パネル１１に設けられる。航法
系センサ１２としては、ＡＧＰＳ、太陽センサ、恒星センサ、地球センサ、ＩＮＳ等が考
えられる。
【００３９】
航法系センサ１２は、送電衛星１０の位置及び姿勢（送電パネルないし送電アンテナ面（
図１０の符号１２０ａ、１２０ｂ…１２０ｎ）１１）の角度を検知する。
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【００４０】
航法系センサ１２により検出される送電衛星１０の位置及び姿勢は、例えば地上受電設備
６０との相対的位置関係（相対値）ではなく、絶対的な座標の上での値（絶対値）である
。また、送電衛星１０は、地上受電設備６０の絶対的な座標の上での位置（絶対値）とレ
クテナパネル６５の角度（絶対値）の情報を有している。
【００４１】
よって、送電衛星１０は、その地上受電設備６０の位置及びレクテナパネル６５の角度の
上記情報と、航法系センサ１２により検出した送電衛星１０の位置及び姿勢の上記値に基
づいて、送電パネル１１の姿勢を地上受電設備６０（レクテナパネル６５）の位置及び角
度に合うように制御し、その姿勢制御した送電パネル１１から送電ビーム１３を送出する
。これにより、高精度な送電ビームの方向制御を行うことができ、送電効率が向上する。
【００４２】
仮に、送電パネル１１に撓みが生じても、航法系センサ１２により検出した送電パネル１
１の位置及び姿勢（角度）（絶対値）の検出精度に対する悪影響は、実質的には無く、従
来のように送電パネルに取付けられた複数のパイロット信号受信アンテナで受信したパイ
ロット信号の位相差のみから到来方向を検出し、その到来方向から受電設備の相対位置関
係を求める方法に比べて、高精度な送電ビームの方向制御を行うことができ、送電効率が
向上する。
【００４３】
第１実施形態では、受電設備の方向（角度）を検出するためにパイロット信号の位相差を
検出することが行われずに、航法系センサ１２により検出した送電衛星１０の位置及び姿
勢の情報と、予め有している地上受電設備６０の位置及び角度の情報のみから、送電ビー
ム１３の方向制御を行う。よって、第１実施形態では、図２に示すように、図１０に示し
た構成のうち４個の受信アンテナ１０３～１０６と角度検出回路１１８に代えて、航法系
センサ１２と、受電設備の位置・角度情報記憶部１８と、角度検出部１９とが設けられて
いる。
【００４４】
角度検出部１９は、航法系センサ１２による送電パネル１１の位置及び姿勢（角度）の検
出値と、受電設備の位置・角度情報記憶部１８に記憶された受電設備６０の位置・角度情
報とに基づいて、送電パネル１１から見た受電設備６０の方向を求め、その方向を示す角
度信号を演算処理部１１９へ出力する。その後の処理は、図１０のケースと同様である。
なお、図１０のケースでは、受信アンテナ１０１により受信したパイロット信号と位相が
共役なｎ倍周波数の基準マイクロ波信号を生成していたが、本実施形態では、マイクロ波
発生部１０７がパイロット信号を用いることなく、基準マイクロ波信号を生成する。マイ
クロ波発生部１０７が分波回路１１３に基準マイクロ波信号を出力した後の処理は、図１
０のケースと同様である。
【００４５】
従来の構成を示す図１０から明らかなように、複数の受信アンテナ１０３～１０６により
受信したパイロット信号５２の位相差から受電設備５０の方向を求める方法では、送電衛
星（送電パネル）８０の姿勢が求められるわけではない。即ち、従来、送電衛星８０は、
複数の受信アンテナ１０３～１０６で受信したパイロット信号５２の位相差から求めた受
電設備５０の方向（＝送電衛星のアンテナ面６１とパイロット信号５２とのなす角度θ）
に送電ビームを送出していた。
【００４６】
この従来の方法によれば、パイロット信号受信アンテナ１０３～１０６の取付け誤差（複
数のパイロット信号受信アンテナ１０３～１０６間の距離が設計値と違うなど）やパイロ
ット信号受信アンテナ１０３～１０６のアンテナ特性のばらつき（設計値と違う）によっ
てパイロット信号５２の位相差による到来角度の検出誤差が生じていた。これに対して、
第１実施形態では、航法系センサ１２により求めた送電衛星１０の絶対座標の座標値と、
記憶している地上受電設備６０の絶対座標の座標値から求めた方向に送電ビーム１３を送
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出するので、送電ビームの方向制御精度に問題が生じることがない。
【００４７】
次に、図３及び図４を参照して、第２実施形態について説明する。
【００４８】
第２実施形態では、第１実施形態の航法系センサ１２を用いる方法に対して、図１０に示
した複数の受信アンテナ１０３～１０６により受信したパイロット信号１５２の位相差か
ら受電設備１５０の方向を求める方法をも併用する。図３の符号１５１は、単一のパイロ
ット局である。
【００４９】
第２実施形態では、図４に示すように、図１０に示した４個の受信アンテナ１０３～１０
６と角度検出回路１１８と共に、図２に示した航法系センサ１２と受電設備の位置・角度
情報記憶部１８と角度検出部１９とを備えている。演算処理部１１９は、角度検出回路１
１８により検出された角度信号と、角度検出部１９によって検出された角度信号の両方を
入力する。なお、基準マイクロ波信号の生成は、第１実施形態と同様に、パイロット信号
を用いることなく、マイクロ波発生部１０７により行う。
【００５０】
上述したように、パイロット信号の位相差を用いて検出した角度よりも、航法系センサ１
２の検出値と受電設備の位置・角度情報記憶部１８に記憶された情報とから求めた角度の
ほうが精度が高い。そのため、演算処理部１１９は、角度検出部１９によって検出された
角度信号を主として扱い（信頼度を高く扱い）、角度検出回路１１８により検出された角
度信号は、航法系センサ１２の故障等などの何らかの理由により角度検出部１９によって
検出された角度信号の値が明らかに異常である場合にのみ有効とするバックアップ用（従
として）として用いる。
【００５１】
航法系センサ１２の故障時には、送電ビーム１３の方向制御が不能になると問題があるの
で、バックアップとしてパイロット信号の位相差を用いた送電ビームの方向制御を行う。
また、航法系センサ１２の運用範囲が十分でない場合に備えて、航法系センサ１２の補助
として、パイロット信号の位相差による角度の検出を行う。
【００５２】
例えば、航法系センサ１２は、地球の影にかくれる「食」などの特定の状況下では、送電
衛星１０の衛星位置は検知できるが送電衛星１０の姿勢（送電アンテナ面）角を検知でき
ないことがある。その場合には、パイロット信号１５２の到来角度と、送電衛星１０の衛
星位置に基づいて、送電衛星１０は、送電衛星１０の姿勢角を推定し、その推定した送電
衛星１０の姿勢角を用いて角度信号を生成することができる。
【００５３】
次に、図５および図６を参照して、第３実施形態について説明する。
【００５４】
第３実施形態は、航法系センサを用いずに、パイロット信号到来角度検知の高精度化によ
り、高精度な送電ビーム方向制御を実現するものである。
【００５５】
図５は、地上の受電設備（レクテナ）２０を示す平面図である。符号２３は、レクテナの
パネルである。レクテナパネル２３の表には、無数のパッチアンテナが設けられ、各パッ
チアンテナの裏側には、マイクロ波を直流電力に変換するダイオードが設けられている。
受電設備２０においては、パイロット信号を送信するパイロット局２４が複数設けられて
いる。
【００５６】
図５に示すように、受電設備２０側のパイロット信号を送信する点（パイロット局２４）
を複数設置することにより、従来のように受電設備の一地点（図１１のパイロット局５１
）より送信されたパイロット信号のみによって受電設備と送電衛星との相対角度を検出す
る方法に比べて、その相対角度の検出精度を高めることができる。
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【００５７】
即ち、図６に示すように、送電衛星は、受電設備２０の複数の地点（パイロット局２４）
からそれぞれ送信された複数のパイロット信号２０１，２０２，…２０ｎのそれぞれの到
来角度を検出し、それら複数の到来角度から、受電設備と送電衛星との相対角度を求めた
方が検出精度が高い。
【００５８】
例えば、複数のパイロット信号２０１，２０２，…２０ｎに対してそれぞれ検出した複数
の到来角度の平均値を求め、その平均値を受電設備２０と送電衛星との相対角度とするこ
とができる。または、それらの複数の到来角度について統計処理を行い、その統計処理結
果を受電設備２０と送電衛星との相対角度とすることができる。
【００５９】
または、図５に示すように、受電設備２０において、パイロット信号２０１、２０２，…
２０ｎをそれぞれ送出する複数（図５では８つ）の地点（パイロット局２４）を互いに等
距離に設定しておき、それら８つのパイロット信号２０１、２０２，…２０ｎ（ｎは８）
に対してそれぞれ検出した複数の到来角度から求めた複数の地点の中心位置２５に電力送
電ビームの中心を合わせて送出することができる。
【００６０】
なお、第３実施形態では、航法系センサを用いないとして説明したが、第３実施形態に航
法系センサによる上記角度検出方法を適用することができる。図７は、航法系センサ１２
と複数のパイロット局６１、６２を併用したケースを示している。その場合、複数のパイ
ロット信号２０１，２０２…２０ｎのそれぞれについて検出した到来角度から求めた受電
設備と送電衛星との相対角度と、航法系センサによる上記角度検出方法により求めた角度
のそれぞれをどの程度の重みをもって評価するかについては、適宜設定することができる
。なお、第３実施形態において、基準マイクロ波信号の生成は、第１実施形態と同様に、
パイロット信号を用いることなく、マイクロ波発生部１０７により行う。
【００６１】
次に、図８を参照して、第４実施形態について説明する。
【００６２】
第４実施形態は、第３実施形態と同様に、航法系センサを用いずに、パイロット信号到来
角度検知の高精度化により、高精度な送電ビーム方向制御を実現するものである。
【００６３】
第４実施形態では、図８に示すように、送電衛星側のパイロット信号受信点を複数セット
設けることにより、到来角度検知誤差の低減を図ることができる。ここで、セットとは、
パイロット信号の位相差を求める時に必要な複数の受信点からなる組である。図８では、
受信アンテナ１０３ａ～１０６ａ及び受信回路１１４ａ～１１７ａが１つのセットであり
、受信アンテナ１０３ｂ～１０６ｂ及び受信回路１１４ｂ～１１７ｂが別の１つのセット
であり、受信アンテナ１０３ｎ～１０６ｎ及び受信回路１１４ｎ～１１７ｎが更に別の１
つのセットである。
【００６４】
送電ビームを送出する送電パネルは、大きな構造体であり、剛性の関係で撓むことがある
。送電パネルが撓むと、その送電パネルに取付けられた１セットの複数のパイロット信号
受信アンテナの相対的位置関係が変わり、それらのアンテナで受信したパイロット信号の
位相差に基づき検出する到来角度の検知精度が悪くなる。この点、第４実施形態によれば
、パイロット信号の受信点が複数セット設けられているため、送電パネルに撓みが生じて
も、到来角度の検出精度が落ちない。
【００６５】
即ち、送電パネルに生じた撓みによって、或る１セット（又は少数セット）を構成する受
信アンテナの相対的位置関係が変わり、そのことでそのセットによって求めた到来角度の
検知精度が落ちても、そのセット以外の複数（多数）のセットのそれぞれを構成する受信
アンテナの相対的位置関係は変わらない（多数セットの相対的位置関係が変動するほどの
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撓みが生じることは現実的には考えられない）。よって、撓みの影響を受けない多数セッ
トのそれぞれによって高い検出精度の到来角度が求まる。そして、全てのセットのそれぞ
れによって求められた全ての到来角度の平均化処理又は統計処理等を行うことにより、検
出精度の悪い到来角度の影響（送電パネルの撓みの影響）が相対的に下がり、結果として
高い検出精度が得られる。
【００６６】
また一般に、送電パネルに撓みが生じた場合には、パイロット信号の位相差を求めるとき
に用いられる１セットを構成する複数のパイロット信号受信アンテナのそれぞれが設置さ
れる場所が互いに近いほど相対的位置関係の変化が少なく、送電パネルの撓み時に生じる
到来角度の検知精度の低下が免れる。よって、従来は、パイロット信号の位相差を検出す
る際に必要な上記１セットを構成する複数のパイロット信号受信アンテナは、互いに隣接
した場所に設置され、送電パネルの撓みによる到来角度の検出に対する悪影響が極力出な
いようにしていた。
【００６７】
第４実施形態では、上記のように、送電パネルに撓みが生じても、その撓みの影響を受け
て検出精度が低下するセットは少数であり、撓みの影響を受けない多数セットのそれぞれ
によって高い検出精度の到来角度が求まる。よって、複数セットの受信点が設けられる第
４実施形態では、１セットを構成する受信点を隣接して設置する必要性が無くなり、受信
点の設置の自由度が増す（最適配置が可能）。このことから、１セットを構成する受信点
間の距離を広げることができる。これにより、各セットで受信したパイロット信号の位相
差分解能を向上させることができ、到来角度検知の精度向上を図ることができる。
【００６８】
なお、第４実施形態では、航法系センサを用いないとして説明したが、第４実施形態に航
法系センサによる上記角度検出方法を適用することができる。その場合、複数セットのそ
れぞれについて検出した到来角度から求めた受電設備と送電衛星との相対角度と、航法系
センサによる上記角度検出方法により求めた角度のそれぞれをどの程度の重みをもって評
価するかについては、適宜設定することができる。なお、第４実施形態において、基準マ
イクロ波信号の生成は、第１実施形態と同様に、パイロット信号を用いることなく、マイ
クロ波発生部１０７により行う。
【００６９】
上記においては、受電設備は、地上に設けられていることを主として想定して説明したが
、受電設備は衛星であることができる。その場合、受電衛星にも航法系センサ１２を適用
する。送電衛星は、受電衛星の航法系センサ１２により検出された受電衛星の位置・姿勢
情報を受け取り、その受け取った受電衛星の情報と、送電衛星が自ら有する航法系センサ
１２により検出した送電衛星の位置・姿勢情報とに基づいて、送電ビーム方向制御を高精
度に実現することができる。
【００７０】
【発明の効果】
本発明の送電ビーム方向制御装置によれば、高精度な送電ビームの方向制御を実現するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第１実施形態の全体構成を示す図で
ある。
【図２】図２は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第１実施形態の送電衛星の構成を示
すブロック図である。
【図３】図３は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第２実施形態の全体構成を示す図で
ある。
【図４】図４は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第２実施形態の送電衛星の構成を示
すブロック図である。
【図５】図５は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第３実施形態の受電設備の構成を示

10

20

30

40

50

(11) JP 3616075 B2 2005.2.2



す平面図である。
【図６】図６は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第３実施形態の送電衛星の構成を示
すブロック図である。
【図７】図７は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第３実施形態の全体構成を示す図で
ある。
【図８】図８は、本発明の送電ビーム方向制御装置の第４実施形態の送電衛星の構成を示
すブロック図である。
【図９】図９は、レトロディレクティブビーム方式の原理を説明するための図である。
【図１０】図１０は、従来の送電衛星の構成を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、従来の宇宙太陽発電システムの全体構成を示す図である。
【図１２】図１２（ａ）は、Ａｚ方向にアンテナ姿勢角がずれて受電効率が低い状態を示
し、図１２（ｂ）は、Ｅｌ方向にアンテナ姿勢角がずれて受電効率が低い状態を示す図で
ある。
【符号の説明】
１０　送電衛星
１１　送電パネル
１２　航法系センサ
１３　送電ビーム
１８　受電設備の位置・角度情報記憶部
１９　角度検出部
２０　受電設備
２３　レクテナパネル
２４　パイロット局
５０　受電設備
５１　パイロット局
５２　パイロット信号
５３　レクテナパネル
６０　地上受電設備
６１　パイロット局
６２　パイロット局
６５　レクテナパネル
８０　送電衛星
８１　送信パネル
１０１　受信アンテナ
１０２　受信回路
１０３　受信アンテナ
１０４　受信アンテナ
１０５　受信アンテナ
１０６　受信アンテナ
１０７　マイクロ波発生部
１１２　位相共役回路
１１３　分波回路
１１１ａ　可変位相器
１１４　受信回路
１１５　受信回路
１１６　受信回路
１１７　受信回路
１１８　角度検出回路
１１９　演算処理部
１２０ａ　マイクロストリップ送電アンテナ素子
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１２１ａ　電力増幅器
１２２　外部電源
１５２　パイロット信号
２０１　パイロット信号
θ　到来角度

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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